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令和３年福島県沖地震の罹災証明発行は、令和３年福島県沖地震の罹災証明発行は、
６月 25日６月 25日金金までに申請くださいまでに申請ください

　期限までに申請が困難なときは、税務
住民課まで事前にご連絡ください。また、
被災から時間が経つと、災害と被害の因

果関係の確認が難しくなるので、期限に
かかわらず、早めの申請をお願いします。
問税務住民課　課税係　☎ 582-2114

【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します【予約制】マイナンバーカード休日窓口を開庁します
平日役場への来庁が難しい人のため

に、休日窓口を開庁します。町民の半数
以上の人がマイナンバーカードを取得し
ています。この機会に申請しませんか？
■開庁日時・場所
【日程】　６月27日日
　　　　7月 11日日・25日日
【時間】　9:00 ～ 12:00

【場所】　税務住民課
■取り扱いできる業務
・マイナンバーカード申請、交付、更新
・�マイナポイント申し込み（令和３年４
月末までに申請を行った人が対象）

■予約先・問い合わせ
税務住民課　住民係　☎ 582-2114
※事前に電話予約をお願いします。

こおり応援商品券の使用期限を延長します
　マイナンバーカードを取得した人に対し、町内で使用できる商品券を交
付します。使用期限が延長になりましたので、カード未取得の人は早めの
申請をお願いします。
■内容　3,000 円分　(500 円×６枚 )
■使用期限　11月 30日火
■交付対象 11 月18 日木までにマイナンバーカードが役場に届いた人
※�申請されたカードが役場に届くまで１か月～ 1か月半程度かかります。
問産業振興課　商工観光係　☎ 582-2126

農作業中の熱中症に注意！農作業中の熱中症に注意！
　農作業中の熱中症で倒れる高齢者が増えていま
す。農林水産省が提供するスマートフォン用のアプ
リ「MAFF（マフ）アプリ」では、農業に関する情
報の他、今年から地域の熱中症警戒アラートを提供
することになりました。作業の目安としてご活用く
ださい。

　収入がない人や少ない人が国民健康保険税の軽
減適用を受けるためには、申告が必要です。

住民税の申告がお済みでない場合は、税務住民
課にお越しください。
■住民税申告の必要な人
•収入がなく町内の人の扶養になっていない人
•障害者年金、遺族年金受給者
■持ち物
•マイナンバーカードまたは通知カード
•本人確認書類（運転免許証、保険証など）
•印鑑
■受付場所　税務住民課
問税務住民課　課税係　☎ 582-2114

住民税の申告はお済みですか？住民税の申告はお済みですか？
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問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

■日時　毎週木曜日（祝日除く）19:00 まで
■内容　①住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録・
税証明書の交付

②マイナンバーカードの申請、交付、更新
★当日 17：00 までに電話で予約が必要です。
問税務住民課　住民係　☎ 582-2114

住民票など交付住民票など交付
窓口延長窓口延長

【Android】 【iOS】
ださい。



　クマに注意！クマに注意！
　桑折町では、６月７日に半田山登山道、同月
9日に平沢仮置き場での目撃情報がありまし
た。
　これから夏に向けて、登山やキャンプなどの
行楽シーズンを迎えます。山野に入る際は、十
分注意するようお願いします。
■有害鳥獣実施隊捕獲状況（令和３年５月）
◦イノシシ　５頭
　（松原…３頭、平沢…１頭、成田…１頭）
問産業振興課　有害鳥獣対策係　☎582-2126

　４月１日から５月 31日まで「緑の募金（春季）」
が行われ、家庭・企業募金として多くの皆さんにご
協力をいただきました。皆さんからいただいた募金
は、地域の緑化・森林整備・緑の少年団の育成など
に有効に役立てられます。

春季 緑の募金春季 緑の募金
ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

　 がんばる新規就農者・後継者を支援しますがんばる新規就農者・後継者を支援します
　町では、新たに補助事業を下記のとおり設けます。

　新規就農や実家の農業継承を考えている人は、ご活用ください。詳細については、下記へ問い合わせください。
問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

　 あんぽ柿および原料柿を生産する皆さんへあんぽ柿および原料柿を生産する皆さんへ
幼果期検査を実施します幼果期検査を実施します

　令和３年度のあんぽ柿生産に向けて、原料柿の安全性
を確認するために、幼果期検査を実施します。
　実施要件に該当する生産者は、下記へ問い合わせくだ
さい。その後、詳しい内容については、６月 30日水ま
でに個別に送付します。検査へのご協力をお願いします。
■対象者　販売向けの原料柿の生産を行う生産者
■検査が必要なほ場
　これまでに幼果期検査を受検したことがないほ場

※�幼果の採取・提出期間は、７月５日月～９日金の間と
なります。

問 JAふくしま未来　桑折営農センター　☎ 582-2272
　伊達果実農業協同組合　☎ 582-2175
　JAふくしま未来　伊達地区本部営農経済課
　☎ 575-0112

■企業春季募金一覧（敬称略、順不同）
曙ブレーキ福島製造㈱、旭計器㈱、㈲ゑび屋、キッ
コーゲン醤油㈱、㈱日下部工業所、社会福祉法人桑
折「聖・オリーブの郷」、社会福祉法人桑折町社会
福祉協議会、社会福祉法人コクーン、伊達果実農業
協同組合、福興産業㈱、福島県北森林組合、フクシ
マフーズ㈱、㈱福島北桑運輸、㈱山又製作所福島工
場、吉川紙業㈱、斎藤電建工業㈱桑折事業所
ご協力ありがとうございました。
問産業振興課　農林振興係　☎ 582-2126

一度、使ってみませんか？一度、使ってみませんか？
なりすまし詐欺の被害防止になりすまし詐欺の被害防止に
警告機能付き電話録音機警告機能付き電話録音機

　県警と県防犯協会連合会では、なりすまし詐
欺の被害防止に効果がある「警告機能付き電話
録音機」の無料貸出事業を行っています。詳し
くは、下記へ問い合わせください。
問福島北警察署桑折分庁舎内
　（桑折地区防犯協会連合会）　☎ 582-2151

就農者支援事業 農業後継者奨励金
補助金額 年額 50万円 ×最長 3年間 30万円

主な補助対象者 新たに農地を取得、または借り入れ（20a以上）
して、農業を開始する新規就農者

親族の農地を継いで農業をする
後継者

対象年齢 18 歳以上 65歳以下

募金の種類 金　額
家庭募金 278,634 円
企業募金 67,000 円
計 345,634 円
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　県では、地球温暖化対策の一環として、事業
所における温室効果ガス排出削減を推進するた
め、事業所が自ら目標を定めて、省資源・省エ
ネルギーなどの実践活動に取り組む「福島議定
書」事業を実施しています。
　削減目標および取り組み内容は事業所で定
め、知事と議定書を取り交わします。
　節電・節水・使用燃料の削減、意識向上対策
などの省エネ活動を行うことは、経費削減にも
つながります。本年度も希望する事業所に対し
て省エネアドバイザーやエコドライブ講師の派
遣などを行います。桑折町役場も、１事業所と
して参加しています。皆さんもぜひご参加くだ
さい。
■募集期限　８月 31日火
■応募・問い合わせ
　福島県　環境共生課　☎ 521-7813

福島議定書参加事業所募集福島議定書参加事業所募集
　家庭ごみの排出量削減を目的として、実物やチラ
シなどを活用しながら、町職員やごみ収集業者によ
る「ごみの出し方教室」を実施します。希望する団
体は、気軽に下記へ問い合わせください。
問生活環境課　エネルギー環境対策係
　☎ 582-2123

ごみの出し方教室ごみの出し方教室

　毎年 6 月 23 日から 29 日までは男女共同参画
週間となっています。この機会に、男女のパート
ナーシップについて考えてみませんか。

男女共同参画週間男女共同参画週間

あなたの大切な遺言書を法務局でお預かりしますあなたの大切な遺言書を法務局でお預かりします

問総合政策課　広報広聴係　☎ 582-2115

「80歳で 20本の歯を残そう」を生涯の健康目標
とする 8020運動の一環として、現在 20本以上の
歯を保持している 80歳以上の人に認定証を交付し
ます。対象となる人は、ぜひご応募ください。
※�令和４年度から、対象が「80 歳以上の人」から「そ

の年度に 80 歳になった人」に変更となります。
80 歳以上の人は、今回の募集期間中にご応募く
ださい。

■対象者　下記①～③に全て当てはまる人
①県内に住民票があり、かつ住んでいる人
②�昭和 16 年６月 30日以前に生まれた 80歳以上
の人
③十分に機能している自分の歯が 20本以上ある人
※�すでに「歯っぴいライフ 8020」認定書を持って
いる人は除きます。

■募集締め切り日　10月 30日土まで
■応募方法
　募集期間中に最寄りのかかりつけ歯科医院（県歯
科医師会会員）に応募することを申し出て、歯と口
の健診を受けてください。健診は無料です。
■認定証の交付
　所定の要件を満たした応募者全員に「歯っぴいラ
イフ 8020」の認定証を交付します。なお、認定証
は県歯科医師会から郵送します（令和４年１月下旬
予定）。
問福島県　保健福祉部　健康づくり推進課
　☎ 521-7640
　県歯科医師会　☎ 523-3266
　または、最寄りのかかりつけ歯科医院まで。

第30回 歯っぴいライフ第30回 歯っぴいライフ
80208020（ハチ マル ニイ マル） （ハチ マル ニイ マル） 募集中募集中

　7月 10日から、自筆証書遺言書を作製した本人が、
法務局に遺言書の保管を申請することができる制度が始
まりました。この制度は、遺言書保管所（法務局）にお
いて、遺言書を大切に保管しますので、紛失や亡失の防
止、第三者による破棄や改ざんなどの心配がありません。
また、遺言者が亡くなられた後の手続きとして、相続人
などは、各遺言書保管所に保管中の遺言書の内容の証明

書を請求したり、遺言書の閲覧をすることもできるなど、
遺言者だけでなく、相続人や受遺者などにもメリットの
ある制度です。制度の利用に係る詳細は、法務局のホー
ムページをご覧いただくか、下記へ問い合わせください。
手続きには、予約が必要です。
■申請手数料　3,900 円
問福島地方振興局　供託課　☎ 534-1111

【男女共同参
画局 HP】
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第 71回福島県統計グラフコンクール作品募集第 71回福島県統計グラフコンクール作品募集

【5月1日～5月31日入札執行分】（単位：円・税込み）
入札の
方法 入札日 工事等名 工事等箇所 落札者 落札決定額

（A）
予定価格

（B）
落札率
A/B×100

指名競争
入 札 5月18日 デジタル印刷機賃貸借契

約 谷地字道下 ㈲水野教材社
福島営業所 1,716,000 1,815,000 94.5%

指名競争
入 札 5月26日 桑折町公共下水道管渠施

設維持管理業務委託
町下水道管渠施設
全域 日東産業㈱ 6,292,000 6,992,700 90.0%

指名競争
入 札 5月26日 平沢鷹打仮置場廃棄物処

分業務委託 平沢字鷹打 渋谷建設㈱ 2,860,000 3,030,500 94.4%

指名競争
入 札 5月26日 タブレット端末用充電機

器購入 谷地字道下 三英堂事務機㈱
福島支店 3,555,750 3,603,160 98.7%

公共事業入札結果 なお、これより前の入札結果については、町のホームページおよび総務課で閲
覧できます。   問総務課　財政係　☎ 582-2111

　県では、統計に興味と親しみをもってもらうため、「第
71回福島県統計グラフコンクール」の作品を募集して
います。
■募集作品　観察記録や既存のデータなどを手描きまた
はパソコンでグラフにしたポスターを募集します。テー
マは自由です。ただし、小学校４年生以下の児童の応募
については、児童が自ら観察または調査した結果をグラ
フにしてください。
■募集区分
◦第１部…小学校１・２年生
•第２部…小学校３・４年生
•第３部…小学校５・６年生
•第４部…中学生
•第５部…九尾統学校以上の生徒、学生および一般
•パソコン統計グラフの部
　…小学校以上の児童、生徒、学生、一般

※�グラフをパソコンで作成したものは、パソコン統計グ
ラフの部で応募してください。

■作品規格
• B2 判（72.8cm× 51.5cm）
• 紙質、色彩は自由ですが、パネル仕上げや表面のセロ
ハンカバーなどは認めません。
• 応募点数に制限はありませんが、２枚以上にわたるシ
リーズものは認めません。
•合作の場合は、１作品５人以内とします。
■締切日　９月１日水
■作品送付先
〒 960-8670　福島市杉妻町２番 16号
（本庁舎５階）
福島県　企画調整部　統計課
問福島県　企画調整部　統計課
　☎ 521-7143

税金は納期内に納めましょう税金は納期内に納めましょう
国民の三大義務の一つである「納税」。税金は、医療

や教育の充実、安全や秩序の維持、行政サービスなど、
私たちの暮らしを豊かにする町の大切な財源です。納期
限内の納付にご協力をお願いします。
■口座振替
　町税の納付は、納め忘れの心配がない「口座振替」が
便利です。届出の際は、納税通知書、預貯金通帳、届出
印を持参のうえ、次の場所で申し込んでください。
①町が指定する金融機関など
（福島信用金庫、東邦銀行、ふくしま未来農業協同組合、
ゆうちょ銀行は町内にある支店、福島銀行は福島北支店
内桑折支店、大東銀行および東北労働金庫は保原支店）
②役場　税務住民課窓口
※�ゆうちょ銀行口座からの口座振替を希望されるとき
は、役場窓口では受付できません。郵便局窓口で申し
込んでください。
※�口座振替開始日は、申込日の月の翌月からです。また、

書類不備により、翌月の振替ができない場合もありま
す。
※�振替日に残高不足とならないように、振替日の前日ま
でに預金残高の確認をお願いします。

■コンビニ納付
　町税は、納付書に記載の納期限内であれば、納付書裏
面に記載のあるコンビニエンスストアで納付することが
できます。コンビニでは、時間を気にせず納付ができる
ため大変便利です。ぜひご利用ください。
※�納期限を過ぎたもの、バーコードの印字がないもの、
30万円を超えた金額のもの、金額などが訂正された
もの、ミシン目を切り離した納付書は、コンビニでの
納付ができません。
※�町県民税（特別徴収）、法人町民税、下水道受益者負
担金は、コンビニで納付ができません。

問税務住民課　収納係　☎ 582-2114


